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鴻巣市地域子育て支援センター事業の事業者選考に関する選考基準 

 

 

【基本方針】 

   事業者選考では、価格面だけでなく、事業者からの提案内容を踏まえて評価し、より本市

に適した子育て支援の充実を実現できる事業者を選考することが望ましいと考え、プロポー

ザル方式により「提案面」「価格面」の視点から評価する。 

 

１ 評価項目 

 (1) 提案面の評価 

    提案内容、担当者の資質等を、企画提案書及びプレゼンテーションにより評価する。 

 

 (2) 価格面の評価 

    提案見積書より、委託業務を遂行するために要する価格を評価する。 
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２ 評価方法 

 (1) 評価方法 

    企画提案書及び提案見積書の記載内容の評価、また、プレゼンテーションの実施に対す

る評価を点数化する。 

 

 (2) 配点 

    評価方法及び配点は、次のとおりとし、満点は１００点とする。 

評価項目【公開】 主な評価内容 評価者 

提案点 

７５点 

提案評価 

(企画提案書・プレゼ

ンテーション) 

・ 類似施設の実績 

・ 鴻巣市地域子育て支援センター事

業に関する考え方 

・ 事業計画の適正性 

・ 運営体制 

・ プロジェクト体制・管理方法 

・ 実施スケジュール 

・ 個人情報保護・情報セキュリティ

要件 

評価チーム 

メンバー 

価格点 

２５点 

提案見積書(書面) ・ 地域子育て支援拠点事業費用 

・ 一時預かり事業費用 

・ 未就園児預かり保育試行事業費用 

算定式 

 

 (3) 算出方法 

  ① 提案点（運用・保守性） 

     企画提案書・プレゼンテーションについては、鴻巣市地域子育て支援センター事業評

価チームメンバーが「企画提案評価票」に基づき評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

   【提案点の算出方法】 

    ・ 評価項目ごとに、Ａ～Ｃの判定を行う。 

    ・ 項目ごとに配分された点数に、上記倍率を乗じて、各項目の点数を算出する。 

    ・ 全ての項目の評価得点を合計した総点数を最終得点とする。 

    ・ 出席した鴻巣市地域子育て支援センター事業評価チームメンバーが算出した各評価

項目の得点を平均し、合計した得点を提案点とする。 

評 価 判  断  基  準 倍 率 

Ａ 創意・工夫があり、特に効果的な内容である。（優れている） 1.0 

Ｂ 平均的な内容である。（普通） 0.6 

Ｃ 
項目は記述されているが、内容が乏しい。 

または、一部内容が欠けている。（劣っている） 
0.2 
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    ・ 評価項目ごとに、小数点以下第１位までを有効とし、小数点以下第２位以下は切り

捨てる。 

 

  ② 価格点 

   ・ 価格点については、提案見積書の金額を下記の算出方法に基づき評価する。 

   ・ 小数点以下第１位までを有効とし、小数点以下第２位以下は切り捨てる。 

   【価格点の算出方法】 

     算定式  価格点＝配点×（最低提案価格／提案価格） 

   （計算例） 

      提案価格について、Ａ社 42,000千円、Ｂ社 40,000千円となり、Ｂ社の価格が最低

提案価格となった場合 

    ・Ａ社 配点（25点）×（40,000千円／42,000千円）＝価格点（23.8点） 

    ・Ｂ社 配点（25点）×（40,000千円／40,000千円）＝価格点（25.0点） 

 

 

３ 優先交渉権者の決定方法 

 (1) 各評価の点数を合計し、最も点数が高い事業者を優先交渉権者の候補者とする。 

   なお、合計点数が同点の場合には、提案点の高い事業者を優先交渉権者の候補者とする。 

 

 (2) 本結果について、鴻巣市地域子育て支援センター事業プロポーザル審査委員会に報告し、

同委員会で審議のうえ、優先交渉権者を決定する。 

 

 (3) 優先交渉権者と契約締結に向けた個別交渉を行う。 

   なお、優先交渉権者との個別交渉が合意に達しない場合には、次点の提案事業者と個別交

渉を行う。 

 

 


